
電子署名及び認証業務に関する法律（電子署名法）の概要 

 
１．目 的 

 インターネットを活用した電子商取引等、ネットワークを通じた社会経済活動の円滑化

を図ることを目的として、平成１２年５月に成立、公布され、本年４月１日から施行（一

部規定については３月１日）。 

※電子署名 電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行う暗号化等の措

置で、改変があれば検証可能な方法により行うもの。 

 

２．内 容 

（１） 電磁的記録の真正な成立の推定 

 電磁的記録（電子文書等）は、本人の電子署名がされているときは、真正に成立したもの

と推定する。 

 ⇒ 手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する。 

 

（２） 認証業務に関する任意的認定制度の導入 

 認証業務（電子署名が本人のものであること等を証明する業務）に関し、一定の水準（本

人確認方法等）を満たすことを主務大臣（総務大臣、法務大臣、経済産業大臣）が認定でき

ることとし、認定を受けた業務についてその旨表示することができることとするほか、認定

の要件、認定を受けた者の義務等を定める。 

 ⇒ 認定を受けた認証業務により証明された電子署名が上記（１）の「本人の電子署名が

されているとき」の立証に役立てるとともに、認証業務における本人確認等の信頼性

を判断する目安を提供する。 

 

（３） 指定調査機関制度の導入 

 主務大臣は、認証業務の認定に際して、認定基準への適合を確認するための実地調査を行

うものとし、当該調査は、主務大臣が指定する者（指定調査機関）に行わせることができる

ものとする。 

 

 

 

 

※ 

 

 

 

 

 

 

  認証事業者 公開鍵 

秘密鍵 

① 公開鍵登録 

 
署名文 

秘密鍵で暗号化 ③送信                ④受信 平文 
 
 
 

②本人確認をして、A 
 が登録した公開鍵 
 の証明書を発行。 

公開鍵で復号 

 
署名文 

証明書 

証明書 証明書 
平文 

 
 
 

⑤ 証明書の 
   有効性等確認 

 送信者 A 

電子署名・認証の仕組

※ 秘密鍵で暗号化された 

 情報は、公開鍵でなければ 

 元に戻らない。 

 受信者 B 


